
令和７年

佐久市議会 第４回定例会

令和７年3月

電子ブック



2

条 

例

○
佐
久
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

　
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　
改
正
条
例

　
職
員
の
不
適
切
事
案
に
つ
い
て
、

国
保
浅
間
総
合
病
院
の
開
設
者
で

あ
る
市
長
と
し
て
の
責
任
を
重
く

受
け
止
め
、
令
和
８
年
１
月
の
市

長
の
給
料
月
額
を
10
パ
ー
セ
ン
ト

減
額
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
税
条
例
及
び
佐
久
市
税

　
外
収
入
金
に
対
す
る
手
数
料
及

　
び
延
滞
金
徴
収
条
例
の
一
部
改

　
正
条
例

○
佐
久
市
公
共
下
水
道
事
業
受
益

　
者
負
担
金
徴
収
条
例
等
の
一
部

　
改
正
条
例

○
佐
久
市
介
護
保
険
条
例
及
び
佐

　
久
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

　
る
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

督
促
手
数
料
に
つ
い
て
、
収
納

環
境
の
変
化
に
よ
り
、
手
数
料
以

上
に
費
用
負
担
が
生
じ
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
徴
収
事
務
の
効
率

化
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
全

庁
的
に
督
促
手
数
料
を
廃
止
す
る

た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

○
佐
久
市
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

　
業
施
設
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

令
和
８
年
４
月
１
日
に
、
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
し
お
な
だ
を
民
間
譲

渡
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

　
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

　
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
改
正

　
条
例

　

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
地
域

限
定
保
育
士
制
度
が
一
般
制
度
化

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
条
例
中
の
保

育
士
の
定
義
に
地
域
限
定
保
育
士

を
追
加
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

　
も
園
条
例

　

中
込
地
区
に
新
た
に
設
置
す
る

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設

置
、
管
理
等
に
つ
い
て
、
必
要
な

事
項
を
定
め
ま
し
た
。

○
佐
久
市
保
育
所
条
例
等
の
一
部

　
改
正
条
例

　

中
込
第
一
保
育
園
お
よ
び
中
込

第
二
保
育
園
を
統
合
し
、
中
込
地

区
に
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

を
新
設
す
る
こ
と
に
伴
い
、
閉
園

と
な
る
両
保
育
所
を
削
る
と
と
も

に
、
保
育
所
の
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
を
追
加
す
る
ほ
か
、
認
定

こ
ど
も
園
の
使
用
料
お
よ
び
保
育

料
の
徴
収
根
拠
を
規
定
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
奨
学
基
金
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
改
正
条
例

　

看
護
、
福
祉
お
よ
び
介
護
分
野

に
お
け
る
人
材
不
足
の
現
状
を
考

慮
し
、
市
内
で
就
業
す
る
看
護
師
、

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
お
よ

び
精
神
保
健
福
祉
士
の
養
成
お
よ

び
確
保
に
資
す
る
た
め
、
新
た
に

看
護
師
修
学
資
金
制
度
お
よ
び
社

会
福
祉
士
等
修
学
資
金
制
度
を
設

け
ま
し
た
。

○
佐
久
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条

　
例
の
一
部
改
正
条
例

　

佐
久
市
学
校
給
食
浅
科
セ
ン
タ

ー
を
廃
止
し
、
令
和
８
年
４
月
１

日
か
ら
そ
の
機
能
を
佐
久
市
学
校

給
食
望
月
セ
ン
タ
ー
に
集
約
化
す

る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

　
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に

　
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

議
会
の
議
員
お
よ
び
特
別
職
の

職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
に

つ
い
て
、
長
野
県
職
員
の
給
与
改

定
に
準
じ
て
改
正
を
行
う
ほ
か
、

国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関

す
る
法
律
の
改
正
に
準
じ
て
、
寒

冷
地
手
当
に
関
す
る
規
定
を
削
除

す
る
と
と
も
に
、
令
和
９
年
３
月

ま
で
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
な

ど
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

　
条
例
等
の
一
部
改
正
条
例

　

職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
長
野

県
職
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
改

正
を
行
う
ほ
か
、
国
家
公
務
員
の

佐
久
市
議
会

第
4
回
定
例
会
が

開
か
れ
ま
し
た

　
令
和
７
年
佐
久
市
議
会
第
４
回
定
例
会
が
11
月
25
日
に
開
会
し
、
12
月
22
日
ま
で
の
28
日
間
の
会
期
で
開

か
れ
ま
し
た
。
市
長
が
提
出
し
た
議
案
は
、
招
集
日
に
提
出
し
た
条
例
案
10
件
、
事
件
案
７
件
、
予
算
案
７

件
と
、
12
月
10
日
に
追
加
提
出
し
た
条
例
案
３
件
、
予
算
案
６
件
と
、
12
月
22
日
に
追
加
提
出
し
た
事
件
案

１
件
、
予
算
案
１
件
の
合
わ
せ
て
35
件
で
、
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
改

正
に
準
じ
て
、
寒
冷
地
手
当
に
関

す
る
規
定
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、

令
和
９
年
３
月
ま
で
の
経
過
措
置

を
規
定
す
る
な
ど
、
所
要
の
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
病
院
事
業
管
理
者
の
給

　
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及

　
び
佐
久
市
病
院
事
業
企
業
職
員

　
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定

　
め
る
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

病
院
事
業
管
理
者
お
よ
び
病
院

事
業
企
業
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、

国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関

す
る
法
律
の
改
正
に
準
じ
て
、
寒

冷
地
手
当
に
関
す
る
規
定
を
削
除

す
る
と
と
も
に
、
令
和
９
年
３
月

ま
で
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
な

ど
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

　

事 

件

○
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

　
つ
い
て

　

市
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理

者
の
指
定
に
関
す
る
議
案
２
件
に

つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し

た
。
指
定
管
理
者
の
指
定
を
行
っ

た
施
設
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
佐
久
市
臼
田
健
康
活
動
サ
ポ
ー

　

ト
セ
ン
タ
ー

▽
佐
久
の
泉
共
同
作
業
セ
ン
タ
ー

○
浅
麓
水
道
企
業
団
規
約
の
変
更

　
に
つ
い
て

　

企
業
団
の
組
織
強
化
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
、
新
た
に
副
企
業
長

を
置
く
と
と
も
に
、
企
業
長
の
職

務
の
代
理
に
関
す
る
規
定
を
設
け

る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
２
８
６

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を

行
う
た
め
、
同
法
第
２
９
０
条
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
得

ま
し
た
。

○
財
産
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て

　

佐
久
市
の
所
有
す
る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
施
設
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
し
お
な
だ
を
、
令
和
８
年
４

月
１
日
に
社
会
福
祉
法
人
か
ら
し

種
の
会
へ
無
償
で
譲
渡
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
96
条

第
１
項
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

左
記
の
２
件
の
契
約
を
締
結
す

る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し

た
。

・
令
和
６
年
度
中
込
地
区
新
保
育

　

所
建
設
事
業
建
築
（
管
）
工
事

　

請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

・
令
和
６
年
度
佐
久
市
立
浅
間
中

　

学
校
普
通
教
室
棟
増
築
（
本

　

体
）
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に

　

つ
い
て

○
市
道
の
路
線
認
定
に
つ
い
て

　

１
路
線
を
認
定
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
駒
場
公
園
の
倒
木
事
故
に
係
る

　
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
を
定

　
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

駒
場
公
園
の
倒
木
事
故
に
つ

き
、
相
手
方
と
合
意
に
達
し
た
の

で
、
和
解
す
る
こ
と
お
よ
び
損
害

賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

予 

算

　

11
月
25
日
に
提
出
さ
れ
た
令
和

７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

５
号
お
よ
び
第
６
号
）
お
よ
び
特

別
会
計
補
正
予
算
（
５
会
計
）
、

12
月
10
日
に
提
出
さ
れ
た
令
和
７

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７

号
）
お
よ
び
特
別
会
計
補
正
予
算

（
５
会
計
）
な
ら
び
に
12
月
22
日

に
提
出
さ
れ
た
令
和
７
年
度
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）
が
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
５
号
）
は
、
佐
久
長
聖
高

等
学
校
が
第
76
回
全
国
高
等
学
校

駅
伝
競
走
大
会
に
出
場
し
た
こ
と

に
伴
う
全
国
大
会
出
場
交
付
金
お

よ
び
令
和
７
年
９
月
２
日
か
ら
東

北
地
方
で
発
生
し
た
記
録
的
な
大

雨
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
友
好
都
市

で
あ
る
秋
田
県
能
代
市
へ
の
災
害

見
舞
金
で
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
０

０
万
円
を
追
加
し
、
総
額
を
５
６

９
億
３
８
０
７
万
６
０
０
０
円
と

し
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６

号
）
は
、
国
庫
支
出
金
等
返
還
金

お
よ
び
緊
急
的
に
対
応
が
必
要
と

な
る
事
業
等
に
係
る
補
正
で
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
６
億
２
０
６
７
万
３

０
０
０
円
を
追
加
し
、
総
額
を
５

７
５
億
５
８
７
４
万
９
０
０
０
円

と
し
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７

号
）
は
、
給
与
改
定
に
伴
う
、
一

般
職
の
職
員
の
給
与
費
な
ら
び
に

議
会
議
員
お
よ
び
特
別
職
の
職
員

の
期
末
手
当
の
増
額
で
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
１
億
５
１
４
２
万
円
を
追

加
し
、
総
額
を
５
７
７
億
１
０
１

６
万
９
０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８

号
）
は
、
国
の
物
価
高
対
策
事
業

と
し
て
、
子
育
て
世
帯
へ
の
「
物

価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
」
の

給
付
に
係
る
経
費
な
ら
び
に
「
物

価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生

臨
時
交
付
金
」
の
配
分
の
決
定
に

伴
い
、
県
独
自
の
物
価
対
策
事
業

と
併
せ
て
実
施
す
る
低
所
得
世
帯

へ
の
エ
ア
コ
ン
購
入
補
助
お
よ
び

低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
給

付
に
係
る
経
費
で
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
３
億
７
３
７
６
万
円
を
追
加
し
、

総
額
を
５
８
０
億
８
３
９
２
万
９

０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
正
の
主

な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す

（
万
円
未
満
は
切
捨
て
）
。

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
５
号
〕

▼
総
務
一
般
事
務
費
（
佐
久
長
聖

　

高
等
学
校
の
全
国
高
等
学
校
駅

　

伝
競
走
大
会
出
場
に
伴
う
交
付



4

　

金
）

　
　
　
　
　
　
　
　

３
０
０
万
円

▼
交
流
推
進
事
業
費
（
友
好
都
市

　

で
あ
る
能
代
市
へ
の
災
害
発
生

　

に
伴
う
見
舞
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　

１
０
０
万
円

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
６
号
〕

▼
総
務
一
般
事
務
費
（
国
庫
支
出

　

金
等
の
精
算
等
に
係
る
返
還
金

　

の
増
額
）

　
　
　
　
　

１
億
４
５
２
０
万
円

▼
障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
（
利

　

用
者
の
増
等
に
伴
う
自
立
支
援

　

給
付
費
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　
　

９
４
８
０
万
円

▼
ご
み
の
分
別
・
減
量
化
推
進
事

　

業
費
（
申
請
件
数
の
増
に
伴
う

　

生
ご
み
処
理
機
等
購
入
費
補
助

　

金
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　

２
０
０
万
円

▼
観
光
宣
伝
事
業
費
（
佐
久
市
観

　

光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ

　

ー
ア
ル
に
係
る
負
担
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　

５
０
０
万
円

▼
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
道

　

路
整
備
事
業
費
（
市
道
認
定
に

　

伴
う
武
道
館
ア
ク
セ
ス
道
路
整

　

備
に
係
る
経
費
）

　
　
　
　
　
　
　

１
８
１
０
万
円

▼
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
総
務
事
務

　

費
（
全
国
的
な
米
価
高
騰
に
伴

　

う
学
校
給
食
へ
の
影
響
に
対
す

　

る
補
助
金
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　

４
２
３
万
円

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
７
号
〕

▼
給
与
費
（
長
野
県
職
員
の
給
与

　

改
定
等
に
準
拠
し
た
条
例
改
正

　

に
伴
う
給
与
費
の
増
額
）

　
　
　
　
　

１
億
４
４
４
４
万
円

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
８
号
〕

▼
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

　

支
給
事
業
費
（
物
価
高
騰
等
の

　

影
響
を
強
く
受
け
る
子
育
て
世

　

帯
を
支
援
す
る
た
め
の
物
価
高

　

対
応
子
育
て
応
援
手
当
の
給
付

　

に
係
る
経
費
）

　
　
　
　
　

３
億
２
３
５
７
万
円


